
●募集対象
以下のいずれの条件も満たす者とします。
・2019年4月1日現在において、東京農工大学に在籍中の博士課程 （博士課程前期を除く）の学生、又は各機関に所属
する博士の学位取得後10年以内の任期付研究者とします。
・国内外の企業 ・研究機関等において、連続して2カ月以上（但し、2019年4月1日～2020年1月31日（厳守）までの間
とする）のインターンシップに従事することが可能な者とします。

●募集人数
東京農工大学8名

●インターンシップの派遣先
原則ご自身で受入先との交渉を行っていただきます。

※国内大学は対象外
※留学生の母国への派遣については、事前に相談が必要です。

●応募方法
（１）応募書類

以下URLから申請書書式をダウロードしてご記入ください。
http://www.tuat.ac.jp/outline/facility/innovation/

（２）提出先
東京農工大学イノベーション推進機構に、原則派遣開始予定日の6週間前までに、電子媒体※によりご提出ください。
※指導教員及び応募者の捺印のあるPDFファイルとします。
なお、VISA等入国に必要な査証の取得が必要な場合は、取得までに必要な期間を含め、派遣開始までに間に合う
ようにご提出ください。査証の取得はご自身で行っていただきます。

（３）募集期間
2019年2月15 日（金）～ 9月27日（金）

※随時選考を行い、募集期間内に定員に達した場合は、募集を停止します。

●経費支援等
( 1 ） 交通費及び滞在費

東京農工大学の規則等に基づき、派遣先への交通費及び滞在費を支給。
但し、滞在先から一時帰宅する場合は、原則自己負担とします。また、派遣先から他の機関等へ移動する場合も、
原則自己負担とします。※許可なく移動することは認められません。

（２） 給与
インターンシップ期間中、その勤務実績に応じて給与を支給。
但し、１日当たり4時間、原則週5日間、3ヶ月以内を支給上限とし、月額最大15万円までとします。

（３） 滞在期間の変更に伴う経費負担
派遣開始後の滞在期間は、天候や航空会社の都合に依る場合などを除いて原則変更できません。変更する場合、
すでに支給された給与、旅費、滞在費を含めた全額の返還が求められ、自己負担になることがあります。

●その他
派遣前には、事前学習を受講、派遣終了後には、派遣成果報告書の提出、事後学習への出席、成果報告会への出席・
発表を義務付けます。

提出先・問い合わせ先
◎東京農工大学 GIR院 イノベーション推進機構

〒183－8538 東京都府中市幸町3-5-8 府中キャンパス大学院連合農学研究科管理研究棟 2F 206
℡：042-367-5756 E-mail: innov@cc.tuat.ac.jp

科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業
（次世代研究者育成プログラム）

2019年度イノベーション創出人材の
長期インターンシップ派遣参加者募集

本事業では、東京農工大学、国際基督教大学、早稲田大学、産業技術総合研究所の3大学１機関でコンソーシアム
を構成し、各機関の高度な専門性を有する博士課程の学生ならびにポストドクターの方々を対象として、技術革新、
産業創出、社会政策提言ができる優れた人材の養成を目的として、国内外を問わず、企業・研究機関等への長期
インターシップを実施いたします。

（2019年4月4日）

国立大学法人東京農工大学
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